
議第１号 

 

鶴岡市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について 

 

 

鶴岡市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

令和２年１月１６日提出 

 

教育長  布 川  敦 

 

 

鶴岡市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

鶴岡市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（平成１７年鶴岡市教育委員会規則第１４号） 

の一部を次のように改正する。 

 

 別表鶴岡市立大泉小学校の項中「・字塔の腰１３８番地３」を削る。 

 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 



議第２号 

 

 

 

 

鶴岡市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

 

 鶴岡市スポーツ推進審議会条例（平成２３年鶴岡市条例第３１号）第３条第

２項の規定に基づき、鶴岡市スポーツ推進審議会委員を別紙のとおり委嘱する。 

 

 

 

令和２年１月１６日提出 

 

 

鶴岡市教育委員会 

教育長  布 川  敦      

 


